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(公財)日本ラグビーフットボール協会

2023年2月
安全対策委員会

2023年2月 安全対策に関する通達
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2023年度安全対策強化のお願い
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• 2022年度は2023年2月末時点で重症事故報告が26件。昨年度およびコロナ禍前の2018年度の報告
件数(ともに20件)を上回る。

• 各チームの2023年度に向けた安全対策への取り組み強化を目的に通達を発信。
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• 当通達でお願いしたい4項目について、次ページ以降で補
足説明をいたしますので参考としてください。

• 各チームにて、安全対策の重要性を正しく認識して、今回
の4項目以外についてもご検討ください。
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1. 安全重視の意識徹底
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• チームとして怪我の発生状況を踏まえて安全重視の研修や話し合
いや点検を実施

• 2022年度の怪我の発生状況を整理して改善検討を行うとともに、そのための
研修や話し合いや情報共有を行う。

• 用具・練習環境への配慮を徹底し、安心して練習・試合に取り組める環境を
整備する。(次ページ参照)

• チーム責任者は安全・インテグリティ推進講習会を受講するとともに、チーム内
の安全意識の向上に取り組む。

• チーム責任者以外も安全インテグリティ推進講習会を受講する。(ex. ラグ
ビースクールの各学年の主任コーチなど)

参考情報
安全･インテグリティ推進講習会 https://onl.sc/5bLWDT1
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• プレーヤーの用具

用具 目的・考慮点など

ヘッド
キャップ

頭部と耳の外傷を防ぐ。頭部への直接的
な衝撃への保護効果がある。

マウスガード
マウスガードは歯と、その周りの軟部組織
を保護し、顎顔面外傷の予防に役立つ。
脳振盪予防の効果も期待できる。

パッド 打撲・切り傷・擦り傷などへの対応に有効。

ラグビー
ゴーグル

視力の弱い方、目の保護が必要な方に
向けたゴーグル。(WRより認定)

用具 目的・考慮点など

グラウンド

周辺のフェンスや囲いなどとの十分な距離の
確保。(min 3m)
ゴールポストが適切なパッドで覆われているこ
と。

練習用具 スクラムマシン、タックルダミーなどの練習用具
の安全性確認

医務用具 救急対応に必要とされるものを整備
AEDは心臓震盪対応に必須
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資料:用具・練習環境へのガイド

• 練習環境/医務用具
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2. メディカル体制の整備
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•必要人数のセーフティーアシスタント（SA）の確保
• 最低1名のSA登録がチーム登録の要件。
• 選手がSAを兼任しているケースもあり、試合・練習を外側から見るSAを

配置できるように複数人のSAがいることが望ましい。
(ex. ラグビースクールでは、中学生/高学年/中学年/低学年/幼児の各々
の活動単位でSAがいることが望ましい。)
• SAだけでなく「ラグビー外傷障害対応マニュアル」にて傷害対応を学ぶ。

•可能な範囲でのチームドクター/チームトレーナーの配置
• 安全のためのメディカルスタッフの整備に努める。(特に、試合/合宿対応)

参考情報

セーフティーアシスタント認定講習会 https://onl.sc/CeKVQpg
ラグビー外傷・障害対応マニュアル https://onl.la/dJ4pvmT
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3. 傷害発生時のケア
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•選手のコンディション管理、既往歴管理
• 日ごろから選手の体調をチェックし、試合・練習に向けたコンディション管

理を徹底する。

•頭部外傷/内臓損傷への経過観察
• ケガや体調不良を起こしたときは、絶対に1人にせずに見守り、異常に

対応する。(特に脳振盪、内臓損傷)

• EAPの準備、チーム内の周知徹底
• チーム内で緊急時対応計画（EAP）を策定し、傷害発生に備える。

EAPひな形を日本協会安全対策HPで提供
https://www.jrfuplayerwelfare.com/
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資料:EAP作成に必要な6項目
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4. 日本ラグビーフットボール協会の制度対応
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•日本ラグビーフットボール協会への確実な登録
• 選手・スタッフを登録システム(Rugby Family)に登録する。

•重症傷害報告/傷害報告/脳振盪報告の実施
• 傷害発生時は、速やかに所属都道府県協会へ報告を行い、その

後の経過管理を行う。

•見舞金制度の活用
• 必要に応じ、日本協会の見舞金制度を活用する。

参考情報/申請書類等は日本協会安全対策HPで提供
https://www.jrfuplayerwelfare.com/
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資料:協会の安全対策の制度
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• 傷害報告および見舞金制度、重症傷害報告、脳振盪報告

• 重症傷害報告

https://www.rugby-japan.jp/future/documents/serious/

事故発生後、3日以内に都道府県協会に報告する。
不明の点は後日判明次第報告のこと。
死亡以外の重症傷害については、第一回目の報告
後、2カ月後と6カ月後にその後の病状を報告する。

• 傷害報告および見舞金制度

https://www.rugby-japan.jp/future/documents/mimaikin/

登録されているプレーヤー及びチーム関係者に「見舞金給付表に該当する傷害」が発生した場合、チームの代表者は
「傷害報告書１（見舞金請求書）、傷害報告書２」に必要事項を記入の上、30日以内各都道府県協会に提出
する。診断名が確定次第、 「傷害診断書」を速やかに都道府県協会に提出すること（原則、受傷後6ヶ月以内）。

• 脳振盪報告

https://www.rugby-japan.jp/future/documents/

「脳振盪／脳振盪の疑い報告書」はチーム責任者・担当レ
フリー・マッチドクターに義務づけられ、各々が報告書を提出
することになっている。提出先は、大会であれば大会本部か
主管する実行委員会、または支部協会。高校生の場合は
都道府県高体連ラグビー専門委員⾧となる。

https://www.rugby-japan.jp/future/documents/

〇登録者見舞金制度実施要項 〇各種申請書一覧


